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＜本指針の対象＞ 

Ｑ １  本指針は、 保険診療のみが対象ですか。【 Ⅲ( 2) 関係】  

Ａ １  本指針は、 保険診療に限ら ず自由診療におけるオンラ イ ン診療についても 適用さ れます。  

 

＜基本理念＞ 

Ｑ ２  「 研究を主目的と し たり 医師側の都合のみで行っ たり し てはなら ない」 と あり ますが、 研究・ 治

験等はし てはいけないのですか。【 I V vi 関係】  

Ａ ２  研究を主目的と し て行う 診療は不適切であり 、通常の臨床研究等と 同様、診療前に研究について患

者から 同意を得る必要があり ます。  

 

＜医師－患者関係／患者合意＞ 

Ｑ ３  患者合意について「 医師は、 患者がオンラ イ ン診療を希望する旨を明示的に確認するこ と 」 と あ

り ますが、「 明示的」 と は何ですか。【 V1( 1) ②関係】  

Ａ ３  オンラ イ ン診療に関する留意事項の説明がなさ れた文書等を用いて患者がオンラ イ ン診療を希望

する旨を書面（ 電子データ を含む。） において署名等（ カ ルテへの記載等を含む。） をし ても ら う こ と

を指し ます。  

 

＜適用対象＞ 

Ｑ ４  「 初診については「 かかり つけの医師」 が行う こ と が原則」 と あり ますが、「 初診」 と はどう 定義

さ れますか。【 V1( 2) ①関係】  

Ａ ４  本指針上における「 初診」 と は、 初めて診察を行う こ と をいいますが、 継続的に診療し ている場合

においても 、 新たな症状等（ ただし 、 既に診断さ れている疾患から 予測さ れた症状等を除く 。） に対

する診察を行う 場合や、 疾患が治癒し た後又は治療が長期間中断し た後に再度同一疾患について診

察する場合も 、「 初診」 に含みます。 なお、 診療報酬において「 初診料」 の算定上の取扱いが定めら

れていますが、 本指針における「 初診」 と 、「 初診料」 を算定する場合と は、 必ずし も 一致し ません。  

 

Ｑ ５  「 かかり つけの医師」 にあたるかどう かについて、 患者と 直接的な関係があると 医師が判断でき

れば、 最後の診療から の期間や定期的な受診の有無によっ て一律に制限するも のではないと 考えて

よいですか。【 V1( 2) ①関係】  

Ａ ５  オンラ イ ン診療の適切な実施に関する指針における「 かかり つけの医師」 は、「 日頃より 直接の対

面診療を重ねている等、患者と 直接的な関係が既に存在する医師」 と し ていると こ ろ であり 、 最後の

診療から の期間や定期的な受診の有無によっ て一律に制限するも のではあり ません。  

 

Ｑ ６  「 かかり つけの医師」 であっ ても 診療前相談を行う こ と は可能ですか。【 V1( 2) ②関係】  

Ａ ６  「 かかり つけの医師」 であれば診療前相談を経ずにオンラ イ ン診療を行う こ と が可能ですが、患者

の症状や把握し ている情報から 判断し て必要な場合には診療前相談を行う こ と は妨げら れません。  
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Ｑ ７  診療前相談を効果的かつ効率的に行う ため、 診療前相談に先立っ て、 メ ール、 チャ ッ ト その他の

方法により 患者から 情報を収集するこ と は差し 支えあり ませんか。【 V1( 2) ②関係】  

Ａ ７  差し 支えあり ません。なお、その場合においても 診療前相談は映像を用いたリ アルタ イ ムのやり と

り で行っ てく ださ い。  

 

Ｑ ８  同一の患者の、 同一疾患について、 複数の医療機関が診療を行う 場合、 対面診療を行っ ている医

療機関があれば、 その他の医療機関が当該患者に対し てオンラ イ ン診療のみを行う こ と が認めら れ

ますか。【 V1( 2) ②関係】  

Ａ ８  同一の患者の、同一疾患について、 複数の医療機関が診療を行う 場合において、 オンラ イ ン診療を

行う のであれば、 オンラ イ ン診療と 対面診療を 適切に組み合わせて実施するこ と が原則です。 その

際、結果と し て、 当該患者の当該疾患に対し て、対面診療を実施する医療機関と オンラ イ ン診療を実

施する医療機関が分かれるこ と も 考えら れます。こ のよう な場合には、当該患者の医療情報について

対面診療を行う 医療機関と オンラ イ ン診療を行う 医療機関で十分な連携をも っ て行っ てく ださ い。  

 

Ｑ ９  疾患・ 病態によっ て、 オンラ イ ン診療により 、 対面診療と 大差ない診療を行う こ と ができる場合

はあり 、 オンラ イ ン診療のみで治療が完結するこ と があり 得ますか。【 V1( 2) ②関係】  

Ａ ９  触診等を行う こ と ができ ない等の理由により 、オンラ イ ン診療では、診療に必要な情報が十分得ら

れない場合も あるこ と から 、 オンラ イ ン診療で得ら れる 情報のみで十分な治療ができ るかどう かは

個別に判断さ れるも のと 考えています。また、同じ 疾患名でも 個々の患者の状態は様々であるこ と か

ら 、 疾患名だけで判断するこ と は困難です。  

 し たがっ て、 オンラ イ ン診療は対面診療と 適切に組み合わせて行う こ と が基本です( オンラ イ ン診

療のみで必要な情報が得ら れ、結果と し て、対面診療を行う こ と なく 治療が完結するこ と はあり 得ま

す) 。 なお、 医療現場におけるオンラ イ ン診療の活用については、 一般社団法人日本医学会連合にお

いて検討し ていただける予定であり 、厚生労働省と し ても 、当該検討結果や内外の診療実績や論文等

を踏まえ、 継続的に検討し ていく 必要があると 考えています。  

 

Ｑ 10 急病急変患者には発熱や上気道炎のよう な軽い症状の患者は必ずし も 含まれないと 考えてよいで

すか。【 V1( 2) ②関係】  

Ａ 10 急病急変患者と は、急性に発症又は容態が急変し 、直ちに対面での診療が必要と なるよう な患者を

指し ます。こ のため、急性発症であっ ても 症状が軽い患者は必ずし も 該当せず、医師の判断で初診か

ら のオンラ イ ン診療を行う こ と が可能です。  

 なお、判断にあたっ ては、 一般社団法人日本医学会連合作成の「 オンラ イ ン診療の初診に適さ ない

症状」 等を参考にし てく ださ い。  

 

Ｑ 11 「 主に健康な人を対象にし た診療であり 、 対面診療においても 一般的に同一医師が行う 必要性が

低いと 認識さ れている診療」 と はどのよう な診療ですか。【 V1( 2) ②関係】  

Ａ 11 健康診断など疾患の治療を目的と し ていない診療（ 診察、 診断等） を想定し ています。  
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＜診療計画＞ 

Ｑ 12 「 診療計画」 は診療録と は別に作成する必要があり ますか。 また、「 診療計画」 の内容を口頭で患

者に伝えるこ と は可能ですか。【 V1( 3) ②関係】  

Ａ 12 「 診療計画」 の内容は、 通常診療録に記載するよう な内容であると 考えら れるため、「 診療計画」

を診療録と 一体的に作成するこ と は可能です。診療録等に記載し た上で、情報を正確に伝えるために

「 診療計画」 の内容は文書、 メ ール等で患者に伝えるこ と が望まし いですが、 患者の不利益と なら な

い限り においては、「 診療計画」 の内容を口頭で患者に伝えるこ と も 可能です。 なお、 メ ールで伝え

る際には個人情報の取り 扱いに注意し てく ださ い。  

 

Ｑ 13 診療計画の２ 年間の保存はどの時点を起算点と し ますか。【 V1( 3) ②関係】  

Ａ 13 ２ 年間の保存の起算点は、 オンラ イ ン診療による患者の診療が完結し た日です。なお、 診療録と 合

わせて５ 年間保存するこ と が望まし いも のです。  

 

＜本人確認＞ 

Ｑ 14 患者が身分証明書を保持し ていないなど、 本指針に沿っ た本人証明を行う こ と ができ ない場合は

どう すればよいですか。【 V1( 4) ③関係】  

Ａ 14 オンラ イ ン診療の場合には、 直接の対面による本人確認ができ ていないこ と から 患者の顔写真付

き の身分証明書を確認するこ と が望まし いです。顔写真付き の身分証明書がなく 、２ 種類又は１ 種類

の身分証明書を 用いた本人証明を 行う こ と も できない場合には、 患者の事情を 考慮し て身分証明書

に準ずる書類を確認する等の対応を行っ てく ださ い。  

 

＜薬剤処方・ 管理＞ 

Ｑ 15 オンラ イ ン診療のみで処方すべき でない医薬品の例と し て勃起不全治療薬等の医薬品が挙げら れ

ていますが、 禁忌の確認はオンラ イ ン診療による問診のみでは不十分ですか。【 V1( 5) 関係】  

Ａ 15 Ｅ Ｄ（ 勃起障害／勃起不全） 診療ガイ ド ラ イ ンにおいて、 心血管・ 神経学的異常の有無の確認や血

糖値・ 尿の検査を行う 必要があると さ れており 、初診をオンラ イ ン診療で行う こ と は不適切です。処

方においても 、 対面診療における診察の上、 勃起不全治療薬等は処方し てく ださ い。  

 

＜診察方法＞ 

Ｑ 16 オンラ イ ン診療はチャ ッ ト などで行う こ と は可能ですか。【 V1( 6) ②関係】  

Ａ 16 本指針において対面診療の代替と し て認めら れているオンラ イ ン診療は、「 リ アルタ イ ムの視覚及

び聴覚の情報を含む情報通信手段」 を採用するこ と により 、対面診療に代替し 得る程度のも のである

必要があるため、 チャ ッ ト などのみによる診療は認めら れません。  

 

＜患者の所在＞ 

Ｑ 17 患者の所在と し て認めら れる例と し て職場が例示さ れていますが、通所介護事業所や学校など、職

場以外の場所はあてはまら ないのですか。【 V2( 2) 関係】  

Ａ 17 オンラ イ ン診療は原則と し て、 個々の患者の居宅において受診し ていただく も のであると こ ろ 、

個々の患者の日常生活等の事情によっ て異なり ますが、 居宅と 同様、療養生活を営む場所と し て、患



 

5 
 

者が長時間にわたり 滞在する場合には、 オンラ イ ン診療を受診でき る場所と し て認めら れます。  

 職場については、居宅と 同様に長時間にわたり 滞在する場所であるこ と を踏まえ、療養生活を営む

こ と ができ る場所と し て、 個々の患者の所在と 認めら れる場合があるこ と を示し たも のです。  

お尋ねの学校や通所介護事業所などについても 、 個々の患者の日常生活等の事情によっ て異なり

ますが、 居宅と 同様、 療養生活を営む場所と し て、患者が長時間にわたり 滞在する場合には、個々の

患者の所在と し て認めら れます。  （ ※）  

※ オンラ イ ン診療により 医師が行う 診療行為の責任については、原則当該医師が責任を負う ため、

医師は患者の所在が適切な場所であるかについて確認する必要があり ます。  

※ 学校の敷地内においてオンラ イ ン診療を受診する場合は、 学校等の許可を得た上で、 本来の業

務運営に支障のない範囲で、 患者本人又はその保護者が、 その責任においてオンラ イ ン診療を

受けるも のであり 、 患者の急変時などの緊急時の体制確保等を含めて、 オンラ イ ン診療につい

ては原則当該医師が責任を負う こ と に留意が必要です。  

 

その際、こ の場合における医療の提供は、居宅同様、医師と 患者の一対一関係の中で提供さ れるも

のであるため、 利用者が誤解し ないよう 、 通所介護事業所等が、 自ら 医療提供を行わないこ と 、 及

び、 診療所に課せら れる医療法の各種規制（ 清潔保持、 医療事故の報告、 報告徴収等） の対象と なら

ないこ と を利用者に説明し た上で、 事業所等の利用者等に対する周知や事業所等の職員による機器

操作のサポート が可能です。（ ※）  

※ 通所介護事業所等が自ら 医療提供を行う こ と 及びオンラ イ ン診療時に、診療の補助行為や通常

医療機関に置いているよう な医療機器の使用等がなさ れる場合などは、診療所の開設が必要と

なり ます。 例えば、 オンラ イ ン診療時に、 看護師等が採血等をする場合は、 診療の補助行為に

含まれます。  

※ 高齢者のニーズに対応するサービス( 介護保険外サービス) と し て、通所介護のサービス提供時

間外に、 通所介護の職員が職場の I CT 機器を使用する等、 利用者のオンラ イ ン診療をサポート

する場合には、 利用者から の同意を取得し 、 介護保険サービスと 明確に区分し た上で、 保険外

サービスと し て可能です。  

 

また、 事後的な検証の観点から 、 通所介護事業所等で診療所を開設せず利用者に対し てオンラ イ

ン診療を受診する場の提供の実施状況の調査を予定し ています。  

 

＜患者が看護師等と いる場合のオンラ イ ン診療＞ 

Ｑ 18 看護師等が訪問看護を行っ ている際にオンラ イ ン診療が必要なケースについて、 診療計画のほか

訪問看護指示書に基づき、 診療の補助行為を行う と さ れていますが、 訪問看護指示書に盛り 込むべ

き 事項はどのよう な内容が想定さ れますか。【 V2( 3) ②関係】  

Ａ 18 訪問看護指示書の作成に当たっ ては、その後オンラ イ ン診療の実施が見込まれる場合、訪問看護指

示書の「 特記すべき留意事項」 等に、 オンラ イ ン診療の診療計画において予測さ れた範囲内で看護師

等が行う 診療の補助行為を記載するこ と を想定し ています。  
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＜遠隔健康医療相談＞ 

Ｑ 19 遠隔健康医療相談（ 医師以外） で実施が可能と さ れている「 一般的な医学的な情報の提供や一般

的な受診勧奨」 と し て、 どのよう なこ と が可能でし ょ う か。  

Ａ 19 あら かじ め医師の監修の下で策定さ れたマニュ アル等に従い、 年齢、 性別、 身長・ 体重（ BMI ） と

いっ た相談者の属性や症状（ 発症時期、 痛みの程度等） を踏まえ、 一般的に可能性があると 考えら れ

る疾病についての情報提供や、 採血や血圧等の検査（ 測定） 項目に係る一般的な基準値についての情

報を提供するこ と が可能です。  

また、 医学的判断を要さ ずに社会通念上明ら かに医療機関を 受診するほどではないと 認めら れる

症状の者に対し て経過観察や非受診の指示を 行う こ と 、 患者の個別的な状態に応じ た医学的な判断

を伴わない一般的な受診勧奨を行う こ と が可能です。（ ※）  

※例えば、 子ども 医療電話相談事業（ #8000） において、 患者の個別的な状態に応じ た医学的な判

断を伴わない一般的な医学的な情報提供や一般的な受診勧奨が実施さ れており 、その際、看護師等に

よる応答マニュ アルを活用し ている都道府県があり ます。  

 

例えば、 以下の具体例のよう な情報提供が可能であると 考えら れます。  

【 具体例】  

（ １ ） 腰痛の相談に対し 、  

①あら かじ め医師の監修の下で策定さ れたマニュ アル等に従い、 重篤な疾病を 疑う べき 患者の属性

（ 高齢者等。 以下同じ 。） や症状等（ 発熱、 脱力等。 以下同じ 。） がないかを確認し 、 発熱と 両足に

力が入ら ないと 説明する患者に対し て、  

「 一般に、 腰痛の場合、 原因が明ら かではない腰痛も 多いのですが、 発熱と 両足の脱力と いっ た神

経症状を伴う よう な腰痛の場合には、 感染を伴っ た腰痛である可能性も あり ます。」  

と 伝える行為 → 遠隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

②あら かじ め医師の監修の下で策定さ れたマニュ アル等に従い、 重篤な疾病を疑う べき 患者の属性や

症状等がないかを 確認し 、 発熱と 両足に力が入ら ないと 説明する患者に対し て、 ①を 伝えた上で、 

「 一般に、 こ う いっ た感染を伴っ た腰痛である可能性がある場合は、 早期に医療機関に受診するこ

と をおすすめし ます。」  

と 伝える行為 → 遠隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

③あら かじ め医師の監修の下で策定さ れたマニュ アル等に従い、 重篤な疾病を疑う べき 患者の属性や

症状等がないかを確認し 、 そのよう な症状等はなく 、 も と も と 腰痛持ちであり 、 歩行は可能である

と 説明する患者に対し て、  

「 かかり つけの整形外科にかかるこ と をおすすめし ますが、受診までに湿布や解熱鎮痛剤を使用し

て様子をみるこ と も 考えら れます。 なお、 湿布や解熱鎮痛剤の使用に際し ては薬剤師・ 登録販売者

の指示や注意事項等をよく 聞いて使用し てく ださ い。」  

と 伝える行為 → 遠隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

④数日前に軽い作業後に腰痛があっ たが、 既に痛みが収まっ て数日経ち、 重篤な疾病を疑う べき属性

や症状等がなく 、 既往歴やその他の異常がない患者に対し て、 経過観察の指示をするこ と  → 遠

隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

⑤「 あなたは骨折です。」 や「 あなたは椎間板ヘルニアの可能性があり ます。」  
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と 判断し て伝える行為 → 診断（ 遠隔健康医療相談では実施でき ない）  

 

（ ２ ） 高血圧の相談に対し 、  

①「 日本高血圧学会の診断基準では収縮期血圧が 140mmHg 以上、 または拡張期血圧が 90mmHg 以上の

場合を高血圧と し ています。」 と 伝える行為 → 遠隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

②①を 伝えた上で、「 高血圧が気になる場合には、 まずは循環器内科等の内科を 受診し てく ださ い。」

と 伝える行為 → 遠隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

③日本高血圧学会の診断基準に照ら し 高血圧に該当せず、 その他の異常がない患者に対し て、 経過観

察の指示をするこ と  → 遠隔健康医療相談（ 医師以外も 可能）  

④「 あなたは高血圧症です。」 と 判断し て伝える行為 → 診断（ 遠隔健康医療相談では実施できな

い）  

 

【 留意事項】  

・ 患者の個別具体的な症状に基づいて、 当該患者個人に関し て疾患のり 患可能性の提示や診断等を行

う こ と は、医学的判断を含む行為であり 、オンラ イ ン診療又はオンラ イ ン受診勧奨に該当するため、

医師・ 医師以外のいずれも 「 遠隔健康医療相談」 と し て実施するこ と はでき ません。  

・ 遠隔健康医療相談は、 オンラ イ ン診療実施前に医師が実施する「 診療前相談」（ 本指針Ⅲ( 1) 参照）

と は異なる行為であるため、 実施し た遠隔健康医療相談を「 診療前相談」 と し て取り 扱っ た上でオ

ンラ イ ン診療を実施するこ と はでき ません。  

・ マニュ アルを監修する医師については、 専門の医師等、 当該マニュ アルを監修する医師と し て適切

な者を選ぶこ と が望まれます。  

 

Ｑ 20 遠隔健康医療相談と し て、 特に医師が「 患者個人の心身の状態に応じ た必要な医学的助言」 がで

き ると いう のは、 どのよう な意味ですか。  

Ａ 20 医師は、 必ずし も マニュ アル等によら ずに、 医学的な専門知識・ 経験にも 基づいて、 患者個人の

より 詳細な心身の状態を複合的に検討し た上でそれに応じ た一般的な医学的な情報の提供が可能で

あるため、 医師について「 患者個人の心身の状態に応じ た必要な医学的助言」 ができるこ と と し て

います。  

 

例えば、 医師であれば以下の具体例のよう な情報提供が可能であると 考えら れます。  

ただし 、 Ｑ 19 の留意事項も 参照し てく ださ い。  

【 具体例】  

腰痛に関する相談に際し 、 医学的な専門知識・ 経験に基づき 、当該症状の原因や対処方針に関する

助言を行う 上で重要と 思われる質問を個別に検討し た上で、それに応じ て既往歴・ 服薬歴や関連する

症状等を確認する。  

その結果、 既往歴と し て糖尿病があり 、 腰痛と 併せて発熱と 両足の脱力があるため、 感染症の原因

と なり 得る情報について詳し く 聞き 取っ たと こ ろ、重症の歯周病があると 回答し た患者に対し て、得

ら れた情報を複合的に検討し 、  
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「 一般に、 腰痛の場合、 原因が明ら かではない腰痛も 多いですが、 既往歴に糖尿病がある場合に

は、 感染症を発症・ 増悪し やすく なり ます。 加えて、 両足の脱力と 発熱がみら れると と も に歯周病

も あると いう 場合、（ 質問を個別に検討し て症状等を確認）  

例えば、 稀ではあるも のの歯周病を背景と し て、 細菌が血液に入り 、 細菌が脊髄の近く に膿の袋を

作っ て神経を圧迫し 、 腰痛や両足の脱力を引き起こ し ている可能性も 考えら れます。（ より 詳細な心

身の状態を複合的に検討）  

お伺いし た症状や既往歴がある場合、 早期に医療機関に受診するこ と をおすすめし ます。（ 患者個人

の心身の状態に応じ た必要な医学的助言）」  

と 伝える行為。  

 

Ｑ 21 看護師が医師の指示・ 監督の下、「 患者個人の心身の状態に応じ た必要な医学的助言」 を行う こ と

は可能でし ょ う か。  

Ａ 21 看護師が、遠隔健康医療相談の対応をするにあたっ て、聞き 取っ た患者個人ごと の心身の状態を医

師に伝達し 、 当該医師の当該患者ごと に行う 指示・ 監督の下で、 当該医師の指示・ 監督の範囲内での

「 患者個人の心身の状態に応じ た必要な医学的助言」 を行う こ と も 可能です。   

ただし 、 Ｑ 19 の留意事項も 参照し てく ださ い。  

 

＜その他＞ 

Ｑ 22 本指針は、 国内に所在する日本の医療機関の医師が、 国外に所在する患者にオンラ イ ン診療やオ

ンラ イ ン受診勧奨を実施する場合にも 適用さ れますか。  

Ａ 22 国外に所在する患者に対するオンラ イ ン診療やオンラ イ ン受診勧奨についても 、 診察・ 診断・ 処方

等の診療行為は国内で実施さ れており 、 医師法、 医療法や本指針が適用さ れます。 なお、 オンラ イ ン

診療等の実施に当たっ ては、 患者の所在する国における医事に関する法令等も 併せて遵守する必要

があると 考えら れます。  


